
樋
口
輝
雄

日
本
歯
科
大
学
新
潟
歯
学
部
医
の
博
物
館

０５０２鴉
明
治
八
年
に
布
達
さ
れ
た
「
医
制
」
に
基
づ
き
、
「
新
二
開
業

》
ヲ
乞
う
者
」
へ
の
医
術
開
業
試
験
は
明
治
十
六
年
ま
で
各
府
県

ｌ誌
で
行
わ
れ
、
合
格
者
総
数
は
演
者
の
集
計
で
、
の
べ
二
一
三
三
○

誌
名
で
あ
っ
た
。
こ
の
暫
定
的
な
試
験
は
「
旧
試
験
」
と
も
称
さ

ｆ誇
れ
、
当
初
は
各
府
県
が
実
施
し
結
果
を
内
務
省
衛
生
局
に
「
具

史医
状
」
し
て
、
審
査
の
の
ち
及
第
者
に
は
「
内
務
省
医
術
開
業
免

本日
状
」
が
下
付
さ
れ
た
。
し
か
し
、
「
各
地
方
ヨ
リ
差
出
シ
来
候
問

題
竝
成
績
之
儀
疎
密
浅
深
各
同
シ
カ
ラ
ス
…
…
甲
地
試
験
ノ
難

ヲ
避
ケ
テ
乙
地
ノ
易
キ
ー
就
ク
ノ
弊
」
（
明
治
十
二
年
二
月
内
務

省
衛
生
局
伺
）
か
ら
、
「
（
そ
れ
ま
で
の
）
省
達
は
試
験
法
の
試

験
と
も
謂
う
べ
き
も
の
に
し
て
固
よ
り
永
久
の
制
規
に
あ
ら
ざ

り
し
か
ぱ
明
治
一
二
年
に
至
り
て
一
歩
を
進
め
」
（
長
与
専
斎
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明
治
一
二
年
に
東
京
府
病
院
が
実
施
し
た

医
術
開
業
旧
試
験
に
つ
い
て

「
松
香
私
誌
」
）
、
同
年
八
月
か
ら
「
医
師
試
験
規
則
」
を
実
施
し

て
試
験
時
期
・
試
験
方
法
を
全
国
的
に
統
一
し
た
。
同
規
則
で

は
、
試
験
問
題
は
内
務
省
が
選
定
し
て
各
府
県
へ
封
送
し
、
試

験
実
施
後
返
送
さ
れ
た
答
案
を
内
務
省
衛
生
局
が
採
点
し
て
合

否
を
決
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
東
京
府
等
で
は
他
府
県
か

ら
の
転
籍
者
は
新
規
開
業
と
見
な
し
試
験
を
課
し
て
い
た
が
、

元
管
庁
か
ら
の
添
書
が
あ
れ
ば
、
試
験
の
要
な
く
「
開
業
許
可

候
様
可
取
計
」
と
の
内
務
省
達
（
従
来
開
業
の
者
に
仮
免
状
下

付
）
が
同
年
三
月
に
出
さ
れ
、
試
験
対
象
者
が
よ
り
集
約
さ
れ

た
。

演
者
は
第
九
九
回
本
学
会
総
会
に
お
い
て
、
東
京
都
公
文
書

館
所
蔵
資
料
を
基
に
、
当
時
の
東
京
府
で
明
治
一
二
年
八
月
か

ら
一
六
年
一
○
月
ま
で
計
一
八
回
行
わ
れ
た
旧
試
験
の
概
要
と
、

出
願
者
の
べ
一
七
一
五
名
、
合
格
者
の
べ
四
○
四
名
の
氏
名
と

本
籍
地
、
受
験
期
等
に
つ
い
て
報
告
し
た
。
同
館
で
は
こ
の

「
医
師
試
験
規
則
」
に
基
づ
く
以
前
の
試
験
、
長
与
專
斎
の
い
う

「
試
験
法
の
試
験
」
に
関
す
る
資
料
も
一
二
年
分
の
一
部
を
所
蔵

し
て
い
る
。
明
治
一
三
年
時
の
東
京
府
病
院
の
報
告
書
に
よ
る

と
、
一
二
年
八
月
ま
で
の
医
術
開
業
試
験
受
験
者
は
一
二
八
名
、
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内
訳
は
内
外
科
二
○
六
、
内
科
専
門
一
、
眼
科
専
門
一
○
、
歯

科
専
門
一
名
で
、
薬
舗
開
業
試
験
受
験
者
は
四
名
で
あ
っ
た
。

そ
の
う
ち
及
第
し
て
内
務
省
免
状
を
下
付
さ
れ
た
者
二
八
名
、

前
年
比
一
名
の
減
、
落
第
一
○
○
名
、
同
九
九
名
の
増
と
記
し

て
い
る
。

今
回
報
告
す
る
資
料
は
簿
冊
表
題
「
回
議
録
第
五
類
医
師
試

験
ノ
部
二
冊
ノ
内
甲
」
で
、
受
験
者
二
一
八
名
の
う
ち
の
一
三

二
名
分
が
編
綴
さ
れ
、
「
他
日
ノ
参
考
二
供
ス
ル
タ
メ
」
廃
棄
を

免
れ
た
が
、
八
六
名
分
収
録
の
簿
冊
「
二
冊
の
内
乙
」
は
当
時

制
定
さ
れ
た
文
書
保
年
限
に
よ
り
廃
棄
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

編
綴
さ
れ
た
書
類
に
よ
る
と
、
東
京
府
か
ら
試
験
の
実
施
方
を

委
託
さ
れ
た
東
京
府
病
院
で
は
、
受
験
し
た
一
三
二
名
に
つ
い

て
、
病
院
長
の
長
谷
川
泰
よ
り
「
免
状
御
下
付
御
差
支
無
之
」

と
回
答
し
、
そ
れ
を
受
け
た
東
京
府
で
も
「
合
格
ノ
者
卜
視
認
」

し
て
内
務
省
に
免
状
下
付
を
上
申
し
た
が
、
各
人
の
応
答
書

（
答
案
）
を
検
し
た
内
務
省
（
衛
生
局
）
で
は
、
半
数
以
上
を
不

合
格
と
し
、
及
第
と
認
め
て
免
状
を
下
付
し
た
の
は
六
四
名
で

あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
試
験
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
か
詳
細
は

不
明
だ
が
、
書
面
の
文
言
や
収
受
の
日
付
か
ら
、
長
谷
川
泰
を

実
施
責
任
者
と
し
て
一
○
～
二
○
人
を
一
グ
ル
ー
プ
に
毎
月
一

～
四
回
実
施
さ
れ
、
応
答
書
は
控
え
が
書
写
さ
れ
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。
願
書
や
履
歴
書
を
見
る
と
一
三
二
名
の
う
ち
東
京
府

を
原
籍
と
す
る
者
七
名
、
神
奈
川
県
西
多
摩
郡
一
、
静
岡
県
四
、

福
岡
県
一
二
、
石
川
県
（
富
山
・
福
井
を
含
む
）
三
、
新
潟

県
、
山
形
県
各
九
名
と
本
籍
地
は
全
国
各
地
に
及
ぶ
。
ま
た
最

高
年
齢
は
満
川
友
彦
の
三
七
歳
二
カ
月
で
、
二
五
歳
ま
で
の
者

は
全
体
の
八
割
強
で
あ
っ
た
。

修
学
履
歴
書
は
三
名
を
除
き
添
付
さ
れ
て
お
り
、
一
二
九
名

中
、
長
谷
川
泰
な
い
し
は
済
生
学
舎
（
舎
長
・
長
谷
川
泰
）
に

修
学
と
記
載
し
て
い
る
者
四
九
名
で
合
格
二
二
、
不
合
格
二
七
、

ま
た
東
京
府
病
院
で
「
実
地
研
究
」
と
記
し
た
者
二
五
名
で
合

格
一
二
、
不
合
格
一
三
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
済
生
学
舎
や
病

院
な
ど
で
何
ら
か
の
か
た
ち
で
長
谷
川
泰
に
従
学
し
て
受
験
し
、

か
つ
病
院
長
の
長
谷
川
泰
が
試
験
及
第
と
し
た
者
七
四
名
の
う

ち
、
内
務
省
は
四
○
名
を
不
合
格
と
し
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

医
師
試
験
規
則
施
行
以
前
に
東
京
府
病
院
が
実
施
し
た
旧
試
験

に
つ
い
て
、
他
の
関
連
資
料
と
も
併
せ
報
告
す
る
。


